
前橋市防犯灯寄附受入れ要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市内道路における夜間の犯罪防止及び通行の安全確保を図るた

め、自治会、主として中小商業者により地域的に組織された団体（以下「商店街

組合」という。）及び宅地開発事業者（以下「事業者」という。）が自主的に設

置した防犯灯の寄附受入れに関して必要な事項を定めるものとする。 

 （寄附受入れ要件） 

第２条 寄附受入れの対象となる防犯灯は、次に掲げる条件の全てを満たすものとす

る。 

(1) 自治会、商店街組合及び事業者が新たに設置したものであること。 

(2) 設置場所が、多くの市民が通行する道路（私道を除く）を照らす場所である

こと。 

(3) 防犯灯の設置にあたり、設置場所・電柱番号・照明範囲等について、市と事

前協議を行っていること。 

(4) 灯具はＬＥＤタイプで、別表の仕様を満たすものであること。 

(5) 東京電力と「公衆街路灯Ａ」契約を締結していること。 

(6）防犯灯に不具合があった場合には、本市の依頼に基づき原因調査を行い、結

果報告書の提出ができるメーカーの製品であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、寄附受入れの対象と

しない。 

 (1) 駐車場、駐輪場、共同住宅、自治会館等の敷地内等の特定施設を照らすもの 

 (2) 玄関灯等個人のための電灯 

 (3) 電柱（東京電力柱又はＮＴＴ柱）又は専用柱以外に設置されたもの（民家壁

面等） 

 (4) 袋小路その他、公共性が低く特定の住民のみが使用する道路に設置されたも

の。 

(5) 市道認定されていない道路に設置されたもの。ただし、通行実態を踏まえ、

市が特に必要と認める場合は除く。 

 （設置方法） 

第３条 防犯灯は、電柱への共架とすることとし、防犯灯を設置するのに適当な電柱

がない場合においては専用柱を立て、設置すること。 

２ 設置する場所の近隣住民の同意を得ること。 

 （専用柱の管理） 

第４条 寄附受入れは防犯灯具のみとし、専用柱については行わない。 



２ 専用柱の管理は自治会が行うものとする。 

３ 事業者又は商店街組合が専用柱を設置した場合は、自治会に移譲するものとす

る。 

 （自治会の同意） 

第５条 事業者又は商店街組合は、防犯灯の設置場所、灯数、専用柱を設置した場合

はその管理等について、設置予定場所の自治会の同意を得るものとする。 

２ 事業者は、前橋市宅地開発指導要綱（平成１６年前橋市告示第３３９号）が適用

される宅地開発を行う場合は、防犯灯設置に係る自治会同意報告書（様式第１

号）を市長に提出するものとする。 

３ 事業者又は商店街組合は、第４条第３項の規定により専用柱を自治会に移譲した

場合は、防犯灯寄附受入れにともなう専用柱管理同意報告書（様式第３号）を市

長に提出するものとする。 

（設置費用） 

第６条 防犯灯の設置及び東京電力その他の関係各所への申請等に係る費用について

は、設置した自治会、商店街組合及び事業者の負担とする。 

 （寄附受入れ完了までの維持管理） 

第７条 寄附受入れが完了するまでの防犯灯にかかる電気料金その他の維持管理費用

については、設置した自治会、商店街組合及び事業者の負担とする。 

 （寄附申込み） 

第８条 自治会、商店街組合及び事業者は、第２条に規定する条件を満たす防犯灯を

市に寄附することができる。 

２ 事業者は、前項の規定により寄附をする場合で、ＮＴＴ柱に設置する場合は、事

前に市と協議し、市の担当者の確認を得ること。 

３ 第１項の規定により寄附をする場合は、次に掲げる書類を市長に提出して申込み

するものとする。 

(1) 寄附申込書（前橋市財務規則様式第８３号準用） 

(2) 寄附防犯灯一覧表（様式第２号） 

(3) 寄附防犯灯と電柱等の写真及び位置図 

（寄附受入れ） 

第９条 市長は、寄附の申込みを受け、第２条に規定する条件を満たしていると認め

たときは、前橋市財務規則（昭和４０年前橋市規則第１９号）の定めるところに

より、受入手続をする。 

２ 市長は、寄附の受入れを完了したときは、当該寄附者に対し寄附受入書（前橋市

財務規則様式第８４号準用）とともに、礼状を送付する。 

３ この要綱に基づく寄附は、感謝状の対象とならない。 



  

（寄附受入れ後の維持管理） 

第１０条 寄附受入れをし、東京電力の電気料金請求先の変更手続き完了後の防犯灯

に係る電気料金の支払い等の維持管理は市長が行うこととする。 

２ 自治会は、当該ＬＥＤ防犯灯の故障時の市への連絡等の日常の見守りを行うこと

とする。 

３ 事業者又は商店街組合は、日常の見守りについて、自治会に依頼することとす

る。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年１２月７日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

１ 消費電力が１０Ｗ／灯（１００Ｖ、２００Ｖ時）以下であること（電力会社

申請時の入力ＶＡが１０ＶＡ灯未満に該当すること）。 

２ 自動点滅機能があること。 

３ 通常の使用方法において、定格寿命は６０，０００時間以上とし、安全な使

用が可能であること。 

４ 白色（色温度５，０００Ｋ～８，０００Ｋ）であること。 

５ 公益社団法人日本防犯設備協会技術標準「防犯灯の照度基準」におけるクラ

スＢ＋を満たすこと。 

６ 公益社団法人日本防犯設備協会が実施する優良防犯機器認定制度（ＲＢＳ

Ｓ）の認定品であること、又は、これに相当することが証明できるものであ

ること。 

 


